
中村商工会議所 

消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

 

 

 

 

【日  時】平成２９年１０月２６日（木） 午前の部／１０：００～１１：３０ 

午後の部／１３：３０～１５：００ 
 

【場  所】中村商工会館３階 大会議室（四万十市中村小姓町４６ tel:34-4333） 
 

【テ ー マ】消費税増税・軽減税率の概要と留意点について 

レジ補助金について 

※テーマは午前の部、午後の部とも共通となります 
 

【講  師】税理士 中嶋 司 氏（㈱P.D.C.A.マネジメント／中嶋司税理士事務所） 
 

【定  員】100 名（午前／午後の部それぞれ）※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。 
 

【申込方法】ＴＥＬ・Ｅメールもしくは下記の受講申込書をＦＡＸでお送りください。 
 

※ご記入いただきました情報は、本件に関する事務処理以外には使用しません。 
お申し込みの際は、上記内容をご承諾くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講申込書(消費税対策講座)担当者 行き      締め切り：１０／２０（金）必着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名  業 種  ※いずれかに○をご記入下さい。 

所 在 地  
午前の部 

10：00～11：30 

午後の部 
13：30～15：00 

Ｔ Ｅ Ｌ  ＦＡＸ  
  

受講者名 １． ２． 

 

消費税増税・軽減税率対策講座 
平成３１年１０月から１０％へ 
消費税増税・軽減税率への対策はお済ですか？ 
知らないと損をする‼消費税増税・軽減税率対策‼ 

中村商工会議所では消費税増税・軽減税率の導入にむけて、価格転嫁や価格表示の仕方、

レジ等の補助金・インボイス方式の導入等について講座を開催いたします。 

軽減対象品目の取り扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば会議費や交

際費として飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の

適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となりま

すので、是非とも奮ってご参加ください。 

 
中村商工会議所（担当：福留、森岡・橋本） 

７８７－００２９ 高知県四万十市中村小姓町４６ 
tel：３４－４３３３  fax：３４－１４５１  mail：naka08@cciweb.or.jp 

主催・お申し込み先 

受講無料 

ＦＡＸ：０８８０－３４－１４５１ 

キリトリ 

共催 

中村税務署  （公社）幡多法人会  中村税務署管内納税貯蓄組合連合会  幡多地区青色申告会連合会  幡多間税会 


